
令和５年度第３回吉川市水防センター等整備検討委員会 要点録 

日 時 令和５年９月２２日（金）午後７時から９時まで 

場 所 吉川市役所３階 ３０１、３０２会議室 

出席者 検討委員 別紙のとおり（３名欠席） 

    事務局  危機管理課  若林課長、野間調整幹、九鬼主査、横峯主任 

         河川下水道課 多田課長 

傍聴者  １名 
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１ 開会 

【議事前に、これまでの検討委員会の振り返りを説明】 

①決定事項もしくは、意見を十分に頂いている事項 

②再度意見を頂きたい事項 

③これまでに頂いたご意見 

 

２ 議事 

【水防センターや河川防災ステーションの活用方法】 

   

・自動販売機の整備の有無について伺いたい。 

 

・これまでの意見の中でもサイクリングロードやジョギングの 

休憩場所があったので、自動販売機の整備は必要だと思う。 

 

・皆さんも自動販売機の整備は必要だという認識でよいか。 

 

・その認識でよい。 

 

 ・備蓄物資はどのような物を選定するか伺いたい。 

 

 ・炊出しをするためのガスボンベやコンロ等は必要だと思う。 

 

・体調不良の方のための簡易ベットや応急的な手当てをする 

ための救急セットは必要だと思う。 

 

・備蓄倉庫はどのような構造を考えているか。今年のような 

猛暑の場合、食料などの備蓄は難しいのではないか。 

 

・断熱性能については、建物一体型やコンテナ型など、構造に 

よって異なると考えているが、現時点において、具体的な 

ものは決まっていない。 
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・備蓄物資は、どんな災害（地震または水害）を想定して 

 選定するのか。地震を想定すると、簡易テントなどが必要と 

考える。 

 

・水害がメインだと考えるが、地震を想定した備蓄物資も 

考慮する必要があると考える。 

・また、この場所には、吉川市の備蓄物資だけでなく江戸川水防 

事務組合の備蓄物資も置く予定である。 

 

・河川の水防対応は誰が行うのか。 

 

・河川の管理は国だが、中川の水防対応は吉川市、江戸川の 

水防対応は、三郷市、春日部市、吉川市、松伏町で構成されて 

いる江戸川水防事務組合が対応する。 

 

・会議室が整備されないとすると、減災教育のための机や椅子は 

 別途用意する必要があると考える。 

 

・避難所として指定するイメージを持っていないため、必要最低 

限の備蓄物資でよいのでは。 

 

・河川防災ステーション整備要綱第４条に管理人を常駐させると 

記載されているが、改正されたのか。 

 

・再度確認する。 

 

・国としては地震による災害も重視しているのか。 

 

・河川防災ステーションは、他の河川が破堤した場合などに、 

その河川を復旧させるための資機材を備蓄しておく施設だと 

考えていただきたい。地震により河川の堤防に影響が生じれば、

河川防災ステーションを活用した復旧活動もあり得ると考えて

いる。 

 

・今まで頂いた意見をまとめると、備蓄倉庫には最低限の物資を 

備えるという認識でよいか。 

 

・その認識でよい。 

 



 

委員 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・繰り返しにはなるが、建物の規模が決まらないと、どのような 

 物資を備蓄するのかは、決められないと思う。 

次の検討事項に進めていただければと思う。 

 

・トイレの排水処理方法について伺いたい。 

 

・利用頻度によって処理方法は変わってくると思う。 

 

・浄化槽とバイオトイレは想定利用人数によって規模が決まる。 

 

・トイレのことはよく分からないため、メリットとデメリットを 

一覧表にまとめていただきたい。 

 

・上面利用方法が決まらないとわからない。 

 

・それでは、先に上面利用方法について伺いたい。 

 

・今までにない意見だと、アマチュア無線ができるような場所も 

  案としてはあるのではないか。 

 

・バードウォッチングも良いのではないか。 

 

・維持管理は必要になるが、フラワーロードのようなものを 

整備するのはいかがか。 

 

 ・水道は整備するのか。 

 

・水道は国の工事に合わせて整備していくが、まず、現在の国の

進捗状況について説明すると、今年度、県道の付け替え工事を 

実施した後、交差点の工事を行い、令和６年秋に県道の供用開 

始を予定している。 

 

・市では国の工事進捗に合わせて水道と電気を引込むこととして 

おり、今回は、県道の横断箇所まで水道管と電気のサヤ管を 

敷設する。国は県道の付け替え後、敷地内への盛土を行うので、 

場内の盛土に合わせて水道管等の敷設を行い、最後に市が水防 

センターを整備する予定となっている。 
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・上面利用を行うにあたって、前回、予約の有無について話が 

あったが、予約制にすると、こども連れの家族などがふらっと 

使うということが難しくなる。また、予約を不要とすると、 

団体が使いづらくなるなど、一長一短があり、難しい課題だと 

考えている。それらを踏まえて、改めて伺いたい。 

 

・予約がないと予定が組めないため、予約はあった方が良いと 

考える。 

 

・多目的グラウンドの使用に料金を徴収するかによって変わると 

思うが、既存の吉川運動公園などは料金が掛かっているのか。 

 

・料金は掛かっていない。例えば、スポーツ少年団のサッカー 

部会は、道路公園課と協定を締結し、草刈りをする代わりに、

料金は掛からないこととなっている。 

 

・既存のグラウンドを誰も使用していない場合、使用してよいの 

か。 

 

・占有する場合は許可が必要になる。ただし、多目的グラウンド 

 が空いている状況において、少人数でキャッチボールをするな 

どの場合は、許可の必要はないこととしている。 

 

・グラウンドゴルフも良いと考えるが、車でのアクセスが必要で 

あると、高齢者の利用頻度は見込めないかもしれない。 

 

 ・展望スペースやイベントのための屋外ステージ、減災教育の 

  場所など、建物については、利用方法を予め想定した構造に 

すればそれぞれ実現できるのではないかと思う。 

・キャンプスペースや多目的運動広場など、上面利用の方法に 

ついては、どのようなものに決定するのか、なかなか難しいと 

思う。 

 

・次回の検討会において、トイレについては一覧表で説明する。 

・上面利用方法については、引き続き、皆様から意見を伺いたい。 

 

３ 連絡事項 

・第４回検討委員会は、令和５年１２月２２日（金）１９時 

からを予定している。 
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４ 閉会 

 


